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病
院
な
ど
で
妊
娠
が
確
認
さ
れ
る
と
、
胎
児
の
成
長

と
妊
婦
の
健
康
状
態
を
確
認
す
る
た
め
定
期
的
に
健
診

を
受
け
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
無
料
で
発
行
さ
れ
る
母

子
手
帳
を
も
ら
い
、
初
期
～
中
期
ま
で
は
月
１
回
程
度

の
妊
婦
健
診
を
受
け
ま
す
。
そ
の
後
、
２
週
間
に
１
回

程
度
、
臨
月
に
は
週
１
回
程
度
の
定
期
的
健
診
を
受
け

ま
す
。

　

妊
婦
健
診
に
か
か
る
費
用
は
、
病
院
や
検
査
内
容
に

よ
っ
て
１
回
５
０
０
０
円
～
１
万
円
程
度
が
必
要
と
な

り
ま
す
。
な
お
、
妊
娠
は
病
気
で
は
な
い
た
め
健
康
保

険
の
適
用
は
あ
り
ま
せ
ん
。
妊
娠
中
、
自
己
負
担
と
な

る
費
用
は
、
無
料
の
範
囲
を
超
え
て
受
け
る
健
診
費
用

と
、
通
院
の
た
め
の
交
通
費
、
そ
の
他
任
意
で
受
け
る

検
査
費
用
な
ど
と
考
え
て
お
く
と
よ
い
で
し
ょ
う
。

　

さ
て
、
臨
月
を
迎
え
い
よ
い
よ
出
産
と
な
り
ま
す
。

出
産
に
か
か
る
費
用
は
ど
の
く
ら
い
で
し
ょ
う
か
。
地

域
や
病
院
に
よ
っ
て
も
異
な
り
ま
す
が
、
厚
生
労
働
省

の
調
査
（
平
成
22
年
）
で
は
全
国
平
均
で
約

47
万
４
０
０
０
円
で
す
。
こ
の
金
額
に
は
、
入
院
費
、

分
娩
費
、
室
料
差
額
な
ど
が
含
ま
れ
て
い
ま
す
。
著
名

な
病
院
で
の
出
産
い
わ
ゆ
る
“
ブ
ラ
ン
ド
出
産
”
で
は

さ
ら
に
高
額
の
出
産
費
用
が
必
要
と
な
り
、
個
室
代
な

ど
「
差
額
ベ
ッ
ド
代
」
が
別
途
必
要
と
な
る
場
合
も
あ

り
ま
す
の
で
あ
く
ま
で
目
安
と
考
え
ま
し
ょ
う
。
な
お
、

出
産
も
病
気
で
は
な
い
た
め
、
正
常
分
娩
の
場
合
は
健

康
保
険
は
適
用
さ
れ
ま
せ
ん
。

　

こ
の
よ
う
に
妊
娠
・
出
産
は
基
本
的
に
全
額
自
己
負

担
と
な
り
ま
す
が
、「
出
産
育
児
一
時
金
」
と
い
う
制
度

こ
の
コ
ー
ナ
ー
で
は
、
人
生
の
さ
ま
ざ
ま
な
転
機
で
役
に
立
つ
、
生
活
設
計
に
お
け
る
マ
ネ
ー
プ
ラ
ン
を
ご

紹
介
し
ま
す
。
仕
事
や
家
事
で
忙
し
い
毎
日
を
過
ご
さ
れ
て
い
る
皆
さ
ん
も
、
時
間
を
み
つ
け
て
、
将
来
を

見
据
え
た
マ
ネ
ー
プ
ラ
ン
を
検
討
し
て
み
て
く
だ
さ
い
。今
回
は
新
し
い
家
族
を
迎
え
る
の
に
必
要
な
費
用
、

出
産
や
育
児
に
か
か
る
費
用
に
つ
い
て
取
り
上
げ
ま
す
。
妊
娠
か
ら
出
産
、
小
学
校
入
学
ま
で
ど
れ
く
ら
い

の
お
金
が
か
か
る
か
を
把
握
し
、
出
産
・
育
児
費
用
の
準
備
に
つ
い
て
考
え
て
み
ま
し
ょ
う
。

【
出
産
・
育
児
に
か
か
る
費
用
】

vol.6

妊
娠
・
出
産
に
か
か
る
費
用

出
産
育
児
一
時
金
に
つ
い
て

※�正常分娩に係る、直接支払制度による平成22年
８月に各都道府県国保連に申請された専用請求書
53,192件を集計。
　�厚生労働省保険局「出産育児一時金制度につい
て」（平成22年10月13日）から抜粋。

専用請求書項目 平均値（円）

入院料 108,350

室料差額 14,198

分娩料 221,976

新生児管理保育料 50,794

検査・薬剤料 11,478

処置・手当料 13,065

産科医療補償制度 29,647

その他 24,119

平均的な出産費用
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を
利
用
す
る
こ
と
に
よ
り
、
一
定
額
の
補
助
が
得
ら
れ

ま
す
。

　

こ
れ
は
健
康
保
険
や
国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
ま

た
は
そ
の
被
扶
養
者
が
出
産
し
た
と
き
、
出
産
に
要
す

る
経
済
的
負
担
を
軽
減
す
る
た
め
一
定
の
金
額
が
支
給

さ
れ
る
制
度
で
す
。
支
給
額
は
子
ど
も
１
人
に
つ
き

42
万
円
（
在
胎
週
数
が
22
週
未
満
で
「
産
科
医
療
補

償
制
度
」
の
加
算
の
対
象
に
な
ら
な
い
出
産
の
場
合
は

39
万
円
）
で
す
。
死
産
や
流
産
の
場
合
で
も
妊
娠
85
日

以
上
で
あ
れ
ば
「
出
産
育
児
一
時
金
」
の
支
給
が
受
け

ら
れ
ま
す
。
勤
務
先
の
健
康
保
険
に
よ
っ
て
、
あ
る
い

は
住
ん
で
い
る
地
域
の
自
治
体
に
よ
っ
て
は
、
付
加
給

付
が
あ
る
場
合
も
あ
り
ま
す
。

　

な
お
、
出
産
育
児
一
時
金
が
直
接
医
療
機
関
等
へ
支

給
さ
れ
る
「
直
接
支
払
制
度
」
を
利
用
す
る
と
、
退
院

時
に
窓
口
で
出
産
費
用
の
全
額
を
用
意
す
る
必
要
が
あ

り
ま
せ
ん
。

　

で
は
、
子
育
て
に
は
ど
れ
く
ら
い
の
費
用
が
か
か
る

の
で
し
ょ
う
か
。

　

内
閣
府
の
「
平
成
21
年
度
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
よ
る

子
育
て
費
用
に
関
す
る
調
査
」
に
よ
る
と
、
未
就
学
児

の
一
人
当
た
り
の
年
間
子
育
て
費
用
の
総
額
は

１
０
４
万
３
５
３
５
円
と
な
っ
て
い
ま
す
。
未
就
園
児
は

一
人
当
た
り
84
万
３
２
２
５
円
、
保
育
所
・
幼
稚
園
児

は
、一
人
当
た
り
１
２
１
万
６
５
４
７
円
で
す
。
そ
の
内

訳
を
み
る
と
、
未
就
園
児
で
は
、「
子
ど
も
の
た
め
の
預

貯
金
・
保
険
」「
食
費
」「
生
活
用
品
費
」
な
ど
が
中
心

と
な
っ
て
い
ま
す
が
、
保
育
所
・
幼
稚
園
児
に
な
る
と

「
保
育
費
」
が
大
幅
に
増
加
し
ま
す
。

　

同
調
査
に
よ
る
と
、「
保
育
費
」
の
平
均
は
、
１
～
２

歳
で
年
間
10
万
円
台
、
３
歳
で
20
万
円
台
、
４
～
６
歳

で
は
30
万
円
台
と
増
え
て
い
ま
す
。　

　

　

保
育
所
は
、
厚
生
労
働
省
が
管
轄
す
る
児
童
福
祉

法
に
基
づ
く
児
童
福
祉
施
設
で
、
入
所
開
始
年
齢
は
、

自
治
体
な
ど
に
よ
り
異
な
り
ま
す
が
、
小
学
校
入
学

前
ま
で
の
乳
幼
児
を
対
象
と
し
て
い
ま
す
。
設
備
や
保

育
士
の
人
数
な
ど
、
国
の
定
め
た
基
準
を
満
た
す
認
可

保
育
所
と
そ
れ
以
外
の
認
可
外
保
育
所
（
無
認
可
保

育
所
）
が
あ
り
、
独
自
の
認
証
制
度
を
導
入
し
て
い
る

自
治
体
も
あ
り
ま
す
。
保
育
費
用
は
、
子
の
年
齢
と

親
の
収
入
に
よ
っ
て
大
き
く
異
な
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

ま
た
、
認
可
保
育
所
に
つ
い
て
は
、
保
育
状
況
等
の
審

査
が
あ
り
、
希
望
す
れ
ば
誰
で
も
入
れ
る
わ
け
で
は
あ

り
ま
せ
ん
。
保
育
所
を
利
用
せ
ず
に
、ベ
ビ
ー
シ
ッ
タ
ー

や
保
育
マ
マ
を
依
頼
す
る
場
合
に
は
、
各
サ
ー
ビ
ス
の

料
金
が
費
用
と
な
り
ま
す
。
幼
稚
園
は
文
部
科
学
省

が
管
轄
す
る
学
校
教
育
法
に
基
づ
く
学
校
の
一
つ
で
、

入
園
は
3
歳
か
ら
と
な
り
ま
す
。
文
部
科
学
省
の
「
平

成
22
年
度
子
ど
も
の
学
習
費
調
査
」
に
よ
る
と
、
公
立

幼
稚
園
の
場
合
の
学
校
教
育
費
（
授
業
料
な
ど
）
は
、

年
間
約
13
万
円
、
私
立
幼
稚
園
の
場
合
は
、
年
間
約

36
万
円
と
な
っ
て
い
ま
す
（
こ
の
ほ
か
、
保
育
と
教
育

を
一
体
的
に
行
う
保
育
所
や
幼
稚
園
の
中
に
は
、「
認

定
こ
ど
も
園
」
の
認
定
を
受
け
た
も
の
も
あ
り
ま
す
）。

　

自
治
体
に
よ
っ
て
は
私
立
保
育
所
や
幼
稚
園
な
ど
の

保
育
料
や
入
園
料
の
補
助
を
行
っ
て
い
る
場
合
が
あ
り

ま
す
の
で
、
自
分
が
住
ん
で
い
る
自
治
体
の
補
助
制
度

な
ど
を
よ
く
確
認
し
ま
し
ょ
う
。

子
育
て
の
費
用

参考資料：文部科学省「平成22年度子どもの学習費調査」、内閣府「平成21年度インターネットによる子育て費用に関する調査」

保
育
所
と
幼
稚
園
の
費
用

第１子一人当たりの年間子育て費用額　未就学児の場合

（万円）

※子育て費用は第１子の子育てにかかった金額で、上記は対象者全体による平均値

保育所・幼稚園児 未就園児

総額約
121.7（万円）

総額約
84.3（万円）

食費

生活用品費

医療費

保育費

学校外教育費

学校外活動費

お祝い行事関係費

子どものための預貯金・保険

レジャー・旅行費

衣類・服飾雑貨費

37.9

9.3

19.9

9.7 6.9

16.6

14.9

6.3

6.0

22.5

6.6

4.1

4.3

1.1

1.3

1.6 1.2

13.6

18.7

3.1
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